
伊勢崎市手数料条例（抜粋） 
 
別表第６（第２条関係） 長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係 

 
１ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第５条第１項から第３項ま

での規定による長期優良住宅建築等計画の認定又は同法第８条第１項の規定による長期優良住宅

建築等計画の変更の認定を申請する者（以下「申請者」という。）は、申請１件につき、次の表に

掲げる区分に応じ同表に定める額を、当該申請に係る建築物（建築基準法第２条第１号に規定する

建築物をいう。以下同じ。）のうち同時に当該認定又は変更認定を申請する住宅（長期優良住宅の

普及の促進に関する法律第２条第１項に規定する住宅をいう。以下同じ。）の数（以下「同時申請

住宅数」という。）で除して得た額（その額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てるものとする。）の手数料を納付しなければならない。 
建築物全体の住宅の数 金額 

１戸のもの １８，０００円 
２戸以上５戸以下のもの ３３，０００円 
６戸以上１０戸以下のもの ５２，０００円 
１１戸以上２５戸以下のもの ９２，０００円 
２６戸以上５０戸以下のもの １６１，０００円 
５１戸以上１００戸以下のもの ２７９，０００円 
１０１戸以上２００戸以下のもの ５１４，０００円 
２０１戸以上のもの ７２５，０００円 

 
２ 申請者は、当該申請に係る建築物が共同住宅等（共同住宅、長屋その他１戸建ての住宅以外の住

宅をいう。）の場合においては、前項の手数料のほか、申請１件につき、次の表に掲げる区分に応

じ同表に定める額を同時申請住宅数で除して得た額（その額に１００円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てるものとする。）に４,２００円を加えて得た額の手数料を納付しなければなら

ない。 
建築物全体の床面積（建築基準法施行令第２条第１項第４号に規定する延

べ面積をいう。以下同じ。） 
金額 

２００平方メートル以下のもの １０５，０００円 
２００平方メートルを超え５００平方メートル以下のもの １２６，０００円 
５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下のもの ２１０，０００円 
１，０００平方メートルを超え１，５００平方メートル以下のもの ３１５，０００円 
１，５００平方メートルを超え２，０００平方メートル以下のもの ４２０，０００円 
２，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以下のもの ５２５，０００円 
３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以下のもの ６８３，０００円 



型数が２０以下の

もの 
８４０，０００円 ５，０００平方メートルを超え７，５００平方メー

トル以下のもの 
 型数が２１以上の

もの 
９４５，０００円 

型数が２０以下の

もの 
９９８，０００円 ７，５００平方メートルを超え１０，０００平方メ

ートル以下のもの 
型数が２１以上の

もの 
１，１０３，０００円 

型数が３０以下の

もの 
１，４７０，０００円 １０，０００平方メートルを超え１５，０００平方

メートル以下のもの 
型数が３１以上の

もの 
１，６８０，０００円 

型数が３０以下の

もの 
１，６８０，０００円 １５，０００平方メートルを超え２０，０００平方

メートル以下のもの 
型数が３１以上の

もの 
１，９９５，０００円 

型数が３０以下の

もの 
２，２０５，０００円 ２０，０００平方メートルを超え３０，０００平方

メートル以下のもの 
型数が３１以上の

もの 
２，５２０，０００円 

型数が３０以下の

もの 
２，７３０，０００円 ３０，０００平方メートルを超え４０，０００平方

メートル以下のもの 
型数が３１以上の

もの 
３，０４５，０００円 

型数が３０以下の

もの 
３，２５５，０００円 ４０，０００平方メートルを超え５０，０００平方

メートル以下のもの 
型数が３１以上の

もの 
３，５７０，０００円 

型数が３０以下の

もの 
４，８３０，０００円 ５０，０００平方メートルを超え１００，０００平

方メートル以下のもの 
型数が３１以上の

もの 
５，１４５，０００円 

型数が３０以下の

もの 
５，２５０，０００円 １００，０００平方メートルを超えるもの 

型数が３１以上の

もの 
５，７７５，０００円 

 



３ 申請者は、当該申請に係る建築物が建築基準法施行令第８１条第２項第１号ロに掲げる構造計算

により設計されたものの場合においては、前２項の手数料のほか、申請１件につき、次の表に掲げ

る区分に応じ同表に定める額を同時申請住宅数で除して得た額（その額に１００円未満の端数があ

るときは、その端数を切り捨てるものとする。）の手数料を納付しなければならない。 
建築物全体の床面積 金額 

２，０００平方メートル以下のもの ４２，０００円 
２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以下のもの ７４，０００円 
１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メートル以下のもの １０５，０００円 
５０，０００平方メートルを超えるもの １５８，０００円 

 
４ 申請者は、当該申請に係る建築物が１戸建ての住宅の場合においては、第１項の手数料のほか、

申請１件につき、次の表に掲げる区分に応じ同表に定める額の手数料を納付しなければならない。 
２００平方メートル以下のもの ５３，０００円 
２００平方メートルを超えるもの ６３，０００円 

 
５ 申請者が、当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第２条

第４項に規定する長期使用構造等であることを証する図書として市長が認めるものを添えて当該

申請をする場合にあっては、前３項の規定は、適用しない。 
 
６ 申請者は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第２項の規定により申出を行う場合に

おいては、前各項の手数料のほか、申請１件につき、当該申出に係る建築物について建築基準法第

６条第１項の規定により確認を申請する者が、別表第３に規定する手数料に相当する額を同時申請

住宅数で除して得た額（その額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものと

する。）の手数料を納付しなければならない。 
 
７ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第９条第１項の規定による譲受人を決定した場合にお

ける長期優良住宅建築等計画の変更の認定を申請する者は、申請１件につき、１２,０００円の手数

料を納付しなければならない。 
 


